
参考資料  

令和６年度 北海道環境基本計画 点検・評価実施方針 

 

（１）実施項目 

 ① 基本計画（第２章）に掲げる「分野」及び「道の施策体系」記載の施策（５分

野３２施策）※別表参照 

  ② 基本計画（第２章）に掲げる「重点的に取り組む事項」（９項目） 

 

（２）点検・評価の流れと結果の公表 

① （１）の施策分野ごとに定める指標群（指標、個別指標、補足データ）の状況、

各施策実施状況などから、目標の達成状況、施策進捗状況の確認を行い、データ

の地域差にも着目し、要因の把握に努め、総合的な点検・評価を行う。（目標の達

成状況等については、わかりやすい表記を工夫する。） 

② 環境審議会での審議を踏まえ、評価結果を整理する。 

③ 点検・評価の結果については、環境白書・道ホームページで公表する。 

④ 公表後ホームページを通じて広く意見を聴取する。 

 

（３）点検・評価結果の活用等 

   その内容に基づき必要に応じて事業を見直すなど、次年度以降の環境施策への

反映を図る。 

 

 

 

 

 

 

 

 



別 表  
 

北海道環境基本計画［第３次計画］「分野」及び「道の施策体系」 
 

分野（５分野） 施策 
No.  施策体系（３２施策） 

（１）地域から取り組む地球環境の保全（５施策） 

 
 
ア 温室効果ガス排

出抑制対策等の
推進 

(ア)多様な主体の協働による社会システムの
脱炭素化 重点 

1 

(イ)地域の特性を活かした自立・分散型エネ
ルギーの導入等 重点 

2 

(ウ)森林等における吸収源対策 重点 3 

イ 気候変動の影響への適応策の推進 4 

ウ その他の地球環境保全対策の推進 5 

（２）北海道らしい循環型社会の形成（４施策） 

 ア ３Ｒの推進 6 

イ 廃棄物の適正処理の推進 7 

ウ バイオマスの利活用の推進 重点 8 

エ リサイクル関連産業を中心とした循環型社会ビジネスの振興 9 

（３）自然との共生を基本とした環境の保全と創造（１１施策） 

 ア 自然環境等の保全及
び快適な環境の創造 

(ア)すぐれた自然環境の保全 10 

(イ)公益的な機能の高い森林の保全 11 

(ウ)快適な環境の保全と創造 12 

(エ)北海道らしい景観の形成 13 

イ 知床世界自然遺産の厳格な保全と適正な利用 14 

ウ 自然とのふれあいの
推進 

(ア)自然とのふれあいの場と機会の確保 重点 15 

(イ)自然の適正な利用 重点 16 

(ウ)飼養動物の愛護と管理 17 

エ 野生生物の保護管理 (ア)希少野生動植物種の保護 重点 18 

(イ)外来種の防除の推進 重点 19 

(ウ)野生鳥獣の適正な保護管理 重点 20 

（４）安全・安心な地域環境の確保 （５施策） 

 ア 大気、水などの生活
環境の保全 

 

(ア)大気環境の保全 21 

(イ)水環境の保全 22 

(ウ)騒音・振動・悪臭防止・土壌汚染・地盤

沈下対策 

23 

イ 化学物質等による環境汚染の未然防止 24 

ウ その他の生活環境保全対策 25 

（５）各分野に共通する施策の展開（７施策） 

 ア 環境に配慮する
人づくりの推進 

(ア)環境教育の推進・環境に優しいライフ
スタイルの定着 

26 

(イ)民間団体等の自発的な環境保全活動の
促進・協働取組の推進 

27 

イ 環境と経済の好循環
の創出 

(ア)環境に配慮した事業活動の推進 28 

(イ)環境と調和した産業の展開 29 

(ウ)環境ビジネスの振興 30 

ウ 環境と調和したまちづくり 31 

エ 基盤的な施策（調査研究・情報提供・国際的な取組） 32 

 


